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令 和 3 年 1 1月 1 6日 発 行 

発行所 奈 良 市 役 所 

発行人 奈 良 市 長 

編集人 法務ガバナンス課長 

         

   

月 日 番号 件 名 主 管 

10 20 39 奈良市公報号外第 24号に掲載 住宅課 

10 20 40 奈良市公報号外第 24号に掲載 人事課 

10 20 41 奈良市公報号外第 24号に掲載 国保年金課 

10 20 42 奈良市公報号外第 24号に掲載 保育所・幼稚園課 

   

月 日 番号 件 名 主 管 

10 18 574 放置自転車等の保管 環境政策課 

10 20 575 奈良市公報号外第 24号に掲載 介護福祉課 

10 20 576 住民票の職権消除 市民課 

10 20 577 農用地利用集積計画の決定 農政課 

10 21 578 奈良市議会臨時会の招集 総合政策課 

10 22 579 放置自転車等の保管 環境政策課 

10 22 580 近傍同種の住宅の家賃及び事業主体が定める数値の公表 住宅課 

10 25 581 大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）ＪＲ

奈良駅南特定土地区画整理審議会委員選挙の当選人 

ＪＲ奈良駅周辺整備

事務所 

10 25 582 奈良市営墓地使用者の募集 斎苑管理課 

10 26 583 放置自転車等の保管 環境政策課 

10 26 584 道路の区域変更 土木管理課 

10 26 585 道路の供用開始 土木管理課 

10 26 586 道路の供用廃止 土木管理課 

10 26 587 電線共同溝を整備すべき道路の指定 土木管理課 

10 26 588 奈良市公報号外第 24号に掲載 介護福祉課 

10 29 589 開発行為に関する工事の完了 開発指導課 

10 29 590 道路の位置指定 建築指導課 

10 29 591 差押調書等の公示送達 滞納整理課 

 

月 日 番号 件 名 主 管 

10 22 47 奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定の更新 共同事務推進課 
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10 28 48 奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定 共同事務推進課 

 

月 日 番号 件 名 主 管 

10 19 13 奈良市公報号外第 24号に掲載 一条高等学校 

 

月 日 番号 件 名 
 

10 18 38 選挙人名簿からの抹消 

10 18 39 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数等 

10 18 40 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の投票管

理者等の選任 

10 18 41 衆議院小選挙区選出議員選挙における公営ポスター掲示場の設置 

10 19 1( ※1)  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第１開票区開票

管理者の印 

10 19 1( ※2) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第２開票区開票

管理者の印 

10 19 42 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票所

の設置 

10 19 43 衆議院議員総選挙における本市在外選挙人名簿登録者の期日前投票所の指定 

10 19 44 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の設置 

10 19 45 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の記載場所 

10 19 46 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第１開票区の開票

の日時等 

10 19 47 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第２開票区の開票

の日時等 

10 19 48 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第１開票区の開票

管理者等の選任 

10 19 49 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市第２開票区の開票

管理者等の選任 

10 19 50 衆議院議員総選挙における本市第１開票区の開票立会人を定めるくじを行う日時

等 

10 19 51 衆議院議員総選挙における本市第２開票区の開票立会人を定めるくじを行う日時

等 

10 19 52 衆議院小選挙区選出議員選挙における本市第１開票区の候補者の氏名等を掲載す

る順序を定めるくじを行う日時等 

10 19 53 衆議院小選挙区選出議員選挙における本市第２開票区の候補者の氏名等を掲載す

る順序を定めるくじを行う日時等 

10 21 54 選挙人名簿からの抹消 

10 21 55 選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数等 
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10 21 56 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における期日前投票所の投票

管理者等の選任 

10 21 57 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における公営ポスター掲示場

の設置 

10 22 58 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市各投票区の投票

所の設置 

10 22 59 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における期日前投票所の設置 

10 22 60 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における不在者投票の記載場

所 

10 22 61 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市開票区の開票の

日時等 

10 22 62 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市開票区の開票管

理者等の選任 

10 22 63 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市開票区の開票立

会人を定めるくじを行う日時等 

10 22 64 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における候補者の氏名等を掲

載する順序を定めるくじを行う日時等 

10 22 65 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び衆議院議員総選挙・最高

裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票管理者等の選任 

10 22 1( ※3)  奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市開票区開票管理

者の印 

10 26 66 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び衆議院議員総選挙・最高

裁判所裁判官国民審査における投票管理者の変更 

10 30 67 奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び衆議院議員総選挙・最高

裁判所裁判官国民審査における投票管理者の変更 

10 31 68 選挙人名簿からの抹消 

  ( ※1)  衆議院議員総選挙奈良市第１開票区開票管理者告示 

  ( ※2)  衆議院議員総選挙奈良市第２開票区開票管理者告示 

  ( ※3)  奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙奈良市開票区開票管理者告示 
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574  

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年 10月 18日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年 10月 18日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3 号）第 1 条第 1 項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第 4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後 4時 30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000 円 

       原動機付自転車 4,000 円 

 イ 保管費 1,000 円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年 10月 18日掲示済） 

 

576  

下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 8 条に規定する事由が生じたので、同令

第 12条第 1 項の規定により、その住民票を職権で消除したが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同

条第 4項後段の規定により公示する。 

なお、この処分に不服のある者は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に奈良市長に

対して審査請求をすることができる。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、奈

良市を被告として提起することができる。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して 1年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することはできない。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 令和 3年 10月 20日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

事件本人 省略 

（令和 3年 10月 20日掲示済） 
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577  

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 18条第 1 項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたの

で、同法第 19条の規定に基づき公告する。 

 令和 3年 10月 20日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 3年 10月 20日掲示済） 

 

578  

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 101条第 1項及び第 7項並びに第 102条第 3 項及び第 4項の規定により、

次に掲げる事件を付議するため、令和 3年 10月 28日奈良市議事堂に奈良市議会臨時会を招集する。 

 令和 3年 10月 21日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 使用料の徴収に関する処分等についての審査請求に係る報告について 

2 市長専決処分の報告について 

3 権利の放棄について 

（令和 3年 10月 21日掲示済） 

 

579  

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年 10月 22日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年 10月 22日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3 号）第 1 条第 1 項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第 4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後 4時 30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000 円 

       原動機付自転車 4,000 円 

 イ 保管費 1,000 円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

580  

 奈良市営住宅条例（昭和 61年奈良市条例第 14号）第 17条第 3 項の規定による令和 4 年度近傍同種の住宅の家賃

及び同条第 4項の事業主体が定める数値（利便性係数）を次のとおり公表する。 
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 令和 3年 10月 22日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

581  

令和 3年 10月 24日執行の大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理審

議会委員選挙にあたっては、立候補者が定員の 8 人を超えなかったため、土地区画整理法施行令（昭和 30年政令第

47号）第 35条第 4項の規定により選挙期日後直ちにその候補者をもって当選人と定め、下記のとおり決定したので、

同条第 5項の規定により公告します。 

令和 3年 10月 25日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

宅地の所有者から選挙される委員の当選人 

氏名又は名称 住所又は所在地 

泉谷 隆 奈良市大安寺七丁目 22番 1号 

中村 利雄 奈良市大森西町 19番 1-4号 

田村 裕 奈良市大森町 142番地 

泉谷 勝幸 奈良市大安寺七丁目 21番 18号 

辰巳 佳弘 奈良市大安寺七丁目 19番 12号 

大西 清 奈良市大安寺七丁目 20番 10号 

久保田 治男 奈良市大森西町 20番 11号 

市川 義治 奈良市大森西町 22番 5号 

（令和 3年 10月 25日掲示済） 

 

582  

奈良市営墓地使用者を次のとおり募集します。 

令和 3年 10月 25日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 申込み・受付 

(1) 募集区画 

寺山霊苑 32区画（Ａ東募集区 19区画、Ａ西募集区 11区画、Ｂ東募集区 1区画、Ｃ西募集区 1区画） 

七条町南山墓地 4区画 

(2) 募集内容 

ならしみんだより 11月号及び奈良市ホームページに掲載します。 

使用申込書及び使用申込案内は、斎苑管理課・各出張所・各行政センター・各連絡所及び市民サービスセンタ

ーで配布します。 

(3) 申込資格 

奈良市に住民登録があり、現に居住している世帯主 

※申込資格の審査は当選者について行い、資格条件を満たさない場合は、当選が無効になります。 

(4) 申込期間 

ア 持参による申込みの場合 

令和 3年 11月 1日（月）から令和 3年 11月 26日（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

提出先：奈良市役所 斎苑管理課（奈良市役所中央棟 3階） 

イ 送付による申込みの場合 

令和 3年 11月 1日（月）から令和 3年 11月 26日（金）まで 

送付先：奈良市役所 斎苑管理課 

(5) 申込時間 

持参による申込みの場合 

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 
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(6) 注意事項 

ア 持参による申込みの場合 奈良市営墓地使用申込書、抽選結果送付用 84円切手 1枚、10円切手 1枚を持参

してください。 

イ 郵送による申込みの場合 奈良市営墓地使用申込書、受付控送付用 84円切手 1枚、抽選結果送付用 84円

切手 1枚、10円切手 1枚を同封し、使用申込書に印鑑を押印して送付してください。 

ウ 持参による申込みの場合 記載事項の確認のため、内容の分かる方が直接申し込んでください。 

  エ 1世帯 1区画とし、世帯主で申し込んでください。 

オ いずれか一つの募集区を決めて申し込んでください。 

  カ 一度申込みされた後の募集区の変更はできません。 

  キ 申込み状況の問合せについては原則お答えできません。 

  ク 使用許可後 3年以内に碑石等を建設してください。建設されないときは、使用許可を取り消すことがあり

ます。 

  ケ 当選後の辞退は特別な理由がない限り認めません。 

※申込みにあたり、資格条件を満たしていない場合や、上記事項が守れていない場合は無効になります。 

2 公開抽選（申込者多数の場合） 

(1) 抽選日時 

令和 3年 12月 3日（金）午前 10時から 

(2) 抽選場所 

奈良市役所中央棟 3階 301会議室 

(3) 抽選結果については、封書で通知します。 

(4) 電話での問合せはご遠慮ください。 

3 使用許可申請 

(1) 申請期間 

令和 3年 12月 24日（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

(2) 申請時間 

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

(3) 申請場所 

奈良市役所 斎苑管理課（奈良市役所中央棟 3階） 

(4) 当選通知書、使用許可申請書、申込み受付控、住民票（申請者のみで続柄記載のもの）を持参してくださ

い。 

(5) 申請時に資格審査を行い、その後墓地使用許可書をお渡しします。 

4 墓地使用料の払込み 

(1) 納付期限 

令和 4年 1月 14日（金）まで 

(2) 使用許可申請時に当初使用料・年間使用料納入通知書をお渡ししますので、指定金融機関又は代理金融機関

で納付してください。 

(3) 納付期限までに使用料を納入されない場合は、使用許可を取り消すことがあります。 

5 使用開始 

 令和 4年 2月 1日（火）から使用を開始します。 

6 連絡先 

 奈良市役所 斎苑管理課 

0742-34-3502 

0742-34-5161（ダイヤルイン） 

（令和 3年 10月 25日掲示済） 

 

583  

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 
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 令和 3年 10月 26日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年 10月 26日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3 号）第 1 条第 1 項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第 4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後 4時 30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000 円 

       原動機付自転車 4,000 円 

 イ 保管費 1,000 円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 

 

584  

 道路法（昭和 27年法律第180号）第 18条第 1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更します。その関係

図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供します。 

令和 3年 10月 26日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

路線名 区間 
変更 

前後別 

幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 
備考 

南部第 1号線 
奈良市八条二丁目 173番 1地先から 

奈良市八条三丁目 691番 1地先まで 

前 0.0 ～ 5.8 36.6  
後 13.4 ～ 62.7 277.0 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 

 

585  

 道路法（昭和 27年法律第180号）第 18条第 2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始します。その関係

図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供します。 

令和 3年 10月 26日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

路線名 区間 
延 長（ｍ） 

幅 員（ｍ） 
備考 

南部第 1号線 
奈良市八条二丁目 173 番 1

地先から 

奈良市八条三丁目 691 番 1

地先まで 

Ｌ ＝ 277.0 

Ｗ ＝ 13.4 ～ 62.7 
 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 
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586  

道路法（昭和 27年法律第 180号）第 18条第 2項の規定に基づき、次のように道路の供用を廃止します。その関係

図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供します。 

令和 3年 10月 26日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

路線名 区間 
延 長（ｍ） 

幅 員（ｍ） 
備考 

南部第 1号線 
奈良市八条二丁目 165 番 1

地先から 

奈良市八条三丁目 686 番 2

地先まで 

Ｌ ＝ 86.7 

Ｗ ＝ 6.0 ～ 10.8 
 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 

 

587  

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成 7 年法律第 39号）第 3 条第 1 項の規定に基づき電線共同溝を整備

すべき道路に指定したので、同条第 4項の規定に基づき次のとおり公示します。 

令和 3年 10月 26日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

道路の種類 路線名 区間 延長（ｍ） 

市道 
西大寺一条線 

（近鉄大和西大寺駅北口駅前広場） 

奈良市西大寺栄町 2から 

奈良市西大寺栄町 2まで 
Ｌ＝75 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 

 

589  

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第 3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 3年 10月 29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 3年 9月 13日 奈良市指令整開 第 21A-11号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和 3年 10月 29日 第 1789号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市大安寺一丁目 1168番 1の一部、1168番 2の一部、1169番 1の一部及び 1169番 3の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市大安寺五丁目 7番 5号 

大西 常晴 

（令和 3年 10月 29日掲示済） 

 

590  

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第 1 項第 5 号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、

建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第 10条の規定により公告する。 

令和 3年 10月 29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

申請者住所 奈良市法華寺町 649番地 

申請者氏名 内山 義弘 

道路の位置 
奈良市法華寺町 1213番 9、1214番 4、1214番 8 の各一部、1215番 5、1215番 7、1215番 8 及び

1215番 9 
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道路の幅員 最大 4.11ｍ 最小 4.00ｍ 

道路の延長 9.81ｍ 

指定年月日 令和 3年 10月 29日 

指 定 番 号 第 R0304号 

（令和 3年 10月 29日掲示済） 

 

591  

 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第 54条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第 82条第 2 項の規定に

基づく交付要求通知書については、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので、地

方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2第 1項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 3年 10月 29日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本）及び交付要求通知書 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 3年 10月 29日掲示済） 

 

    

47  

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7 号）第 5条の 2 第 1項の規定に

より奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定の更新をしたので、同規程第 10 条の規定により次のとおり公示す

る。 

 令和 3年 10月 22日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

指定

番号 
名  称 代表者氏名 所 在 地 

指定の有効 

期間満了日 

189 吉田工業（株） 代表取締役 開原 菜稲

美 

京都府京田辺市山手東一丁目6

番地2 

令和 8年 

9月 29日 

190 西岡工務店 西岡 貞光 奈良市藤原町823番地 令和 8年 

9月 29日 

191 小稲設備 小稲 聡 奈良県生駒市萩の台1092番地の

4 

令和 8年 

9月 29日 

195 森下住設（株） 代表取締役 森下 美千

代 

奈良県大和郡山市城南町5番37

号 

令和 8年 

9月 29日 

196 新世紀建工（株） 代表取締役 山本 佳彦 奈良県香芝市下田西三丁目9番

16号 

令和 8年 

9月 29日 

197 中川設備 代表者 中川 安雄 奈良県天理市二階堂南菅田町14

番地 

令和 8年 

9月 29日 

202 護電気サービス 四方 栄 奈良市五条西二丁目13番1号 令和 8年 

9月 29日 

203 （株）アネシス 代表取締役 室井 明彦 東京都渋谷区渋谷三丁目12番22

号 

令和 8年 

9月 29日 

207 井上水道工業所 井上 弘 奈良県天理市勾田町35番地の5 令和 8年 
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    9月 29日 

208 （有）西本設備工業所 代表取締役 西本 守 奈良県大和郡山市新町575番地

の3 

令和 8年 

9月 29日 

209 奈良日化サービス（株） 代表取締役 井戸 和之 奈良県大和郡山市千日町25番地

の2 

令和 8年 

9月 29日 

213 辻󠄀本設備 辻󠄀本 正行 奈良県大和郡山市本庄町196-1・

197番地 

令和 8年 

9月 29日 

222 （有）太陽設備工業所 代表取締役 林田 信雄 奈良市西九条町三丁目6番15号 令和 8年 

9月 29日 

223 吉田機電（株） 代表取締役 吉田 真也 奈良市法華寺町213番1 令和 8年 

9月 29日 

224 京設工業（株） 代表取締役 加藤 友幸 京都府京都市右京区梅ヶ畑中田

町4-10番地 

令和 8年 

9月 29日 

228 （有）中西設備 代表取締役 和木 一樹 奈良市菅原町669番地の1 令和 8年 

9月 29日 

232 （株）福田設備 代表取締役 福田 耕策 奈良県天理市杉本町295番地の1 令和 8年 

9月 29日 

234 宮司建設 宮司 正美 奈良市北村町172番地 令和 8年 

9月 29日 

238 渡辺建設（株） 代表取締役 渡邊 新一 奈良市三条宮前町2番12号 令和 8年 

9月 29日 

240 （有）細川商会 代表取締役 細川 喜伸 奈良県 城市加守982番1 令和 8年 

9月 29日 

241 （株）エス・イー 代表取締役 野々村 龍

一 

奈良県北葛城郡王寺町畠田五丁

目15番21号 

令和 8年 

9月 29日 

248 （株）石橋設備 代表取締役 石橋 和紘 奈良市法蓮町344番地の5 令和 8年 

9月 29日 

250 奥田商工（株） 代表取締役 奥田 康雅 大阪府貝塚市澤1282番地 令和 8年 

9月 29日 

251 藤本商店 藤本 博志 奈良市古市町1223番地 令和 8年 

9月 29日 

254 大晉工業（株） 代表取締役 大西 孝男 大阪府東大阪市足代北一丁目14

番1号 

令和 8年 

9月 29日 

258 公和設備 西尾 勉 奈良県生駒郡三郷町勢野西五丁

目6番14号 

令和 8年 

9月 29日 

259 （有）裕和 代表取締役 吉田 美香 奈良市狭川両町593番地 令和 8年 

9月 29日 

260 福井設備（株） 代表取締役 福井 文雄 奈良県大和郡山市筒井町1343番

地の1 

令和 8年 

9月 29日 

262 富水道工業所 仲川 佳成 奈良県大和高田市大字秋吉68番

地の4 

令和 8年 

9月 29日 

264 関西エアーシステム 小林 一也 奈良市西大寺北町三丁目5番6号 令和 8年 

9月 29日 

265 アイテム（株） 代表取締役 下宮 貴世 京都府宇治市五ケ庄福角69番地

の6 

令和 8年 

9月 29日 

266 （有）共栄住設 代表取締役 堀内 眞治 奈良市四条大路五丁目4番35号 令和 8年 

9月 29日 
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267 永田商会 永田 泰三 奈良市平松三丁目6番14-1号 令和 8年 

9月 29日 

269 フジイハウス産業（株） 代表取締役 藤井 一樹 大阪府守口市南寺方中通二丁目

1番21号 

令和 8年 

9月 29日 

271 日本水理（株） 代表取締役 小久保 和

則 

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁

目4番6号 

令和 8年 

9月 29日 

272 （有）小佐建設 代表取締役 小佐 浩司 奈良市南庄町795番地 令和 8年 

9月 29日 

273 （株）良金興業 代表取締役 吉田 良金 奈良市神殿町11番地の1 令和 8年 

9月 29日 

278 （株）クラシアン 代表取締役 今田 健治 奈良県大和郡山市番条町15-1 令和 8年 

9月 29日 

280 （有）東部建設 代表取締役 辻󠄀 冨和 奈良市下狭川町2115-1 令和 8年 

9月 29日 

281 （有）桶七商店 代表取締役 𠮷田 実 京都府相楽郡加茂町里東鳥口16

番地 

令和 8年 

9月 29日 

282 （株）岡本設備 代表取締役 岡本 数博 奈良県北葛城郡上牧町米山台五

丁目5番5号 

令和 8年 

9月 29日 

284 （株）葛城設備 代表取締役 田中 秀憲 奈良県香芝市上中120番地の2 令和 8年 

9月 29日 

295 （株）西脇産業 代表取締役 北 健之助 京都府木津川市加茂町美浪椚5

番 

令和 8年 

9月 29日 

296 

 

池上住宅設備 池上 元祥 奈良県大和高田市東三倉堂町14

番28号 

令和 8年 

9月 29日 

297 中村設備 中村 稔 奈良市出屋敷町1番地の36 令和 8年 

9月 29日 

298 南本電気（株） 代表取締役 南本 敬二 奈良市南永井町109番地の40 令和 8年 

9月 29日 

299 筒井工業（株） 代表取締役 筒井 貴重 大阪府東大阪市長堂二丁目14番

4号 

令和 8年 

9月 29日 

300 大西工業（株） 代表取締役 大西 泰三 京都府京都市上京区中長者町通

新町西入仲之町284番地の1 

令和 8年 

9月 29日 

302 （有）東和技研工業 代表取締役 牛本 逸己 奈良県宇陀市榛原額井1068番地 令和 8年 

9月 29日 

303 松嶋工業 松嶋 学 奈良市東之阪町72番地 令和 8年 

9月 29日 

308 交南設備（株） 代表取締役 嶋田 愛親 大阪府枚方市津田元町一丁目7

番2号 

令和 8年 

9月 29日 

313 西田設備 西田 孝信 奈良県橿原市葛本町32-9 令和 8年 

9月 29日 

314 安全管理（株） 代表取締役 本橋 行治 京都府京都市山科区大宅細田町

110番地の2 

令和 8年 

9月 29日 

316 津田設備 津田 尚彦 奈良市田中町447番地の4 令和 8年 

9月 29日 

318 （有）聖工業 代表取締役 下川 俊一 奈良県生駒市南田原町800番1 令和 8年 

9月 29日 

319 開都エンジニアリング 代表取締役 樋口 卓矢 奈良市東九条町900番地の1 令和 8年 
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 （株）   9月 29日 

320 中尾電気商会 代表者 中尾 勇 京都府相楽郡和束町撰原小字御

明平28番地の2 

令和 8年 

9月 29日 

322 ムラタ技建 村田 誠 奈良市七条東町14番35号 令和 8年 

9月 29日 

323 奈良水道サービス 藤澤 正憲 奈良県生駒市上町1069番地6 令和 8年 

9月 29日 

326 藤田建設 藤田 恵造 奈良市佐紀町2771番地 令和 8年 

9月 29日 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

48  

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7 号）第 4 条第 1 項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 3年 10月 28日 

 奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

株式会社 竹中ガス

住設センター 

代表取締役 山崎 

貴士 

大阪府大阪市城東区鴫野西五丁目20番

10号 
令和 3年 10月 19日 

（令和 3年 10月 28日掲示済） 

 

 

38  

公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)第 28条第 4号の規定により別紙の者を選挙人名簿から抹消したので、公職選

挙法第 28条の規定に基づき告示します。 

令和 3年 10月 18日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 抹消基準日 

令和 3年 10月 18日 

2 抹消者 

 省略 

（令和 3年 10月 18日掲示済） 

 

39  

令和 3年 10月 18日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第1項及び第 75条第 1項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）第 4条第 1項及び第 5条第 1項に規定する選挙権を有する

者の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5 条第 15項に規定する選挙

権を有する者の総数の 6分の 1の数並びに地方自治法第 76条第 1項、第 80条第1項、第 81条第 1項及び第86条第

1 項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8 条第 1 項に規定する選挙権を

有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりです。 

令和 3年 10月 18日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

50分の 1の数 6,037 人 

6分の 1の数 50,303人 
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3分の 1の数 100,606人 

（令和 3年 10月 18日掲示済） 

 

40  

令和 3 年 10 月 31 日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市役所期日前投票

所、奈良市立西部公民館期日前投票所、奈良市北福祉センター期日前投票所、奈良市月ヶ瀬公民館期日前投票所、奈

良市都 行政センター期日前投票所、奈良県経済倶楽部ビル期日前投票所、ならファミリー期日前投票所、中畑町公

民館期日前投票所及び米谷町集会所期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、次のとおり選任しま

した。 

  令和 3年 10月 18日 

                                               奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

投票管理者及びその職務代理者に選任しようとする者の氏名等 

 別紙のとおり 

別紙省略 

（令和 3年 10月 18日掲示済） 

 

41  

 令和 3年 10月 31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 144

条の 2第 1項により設置した公営ポスター掲示場の設置場所は、次のとおりです。 

 令和 3年 10月 18日 

奈良市選挙管理委員会    

   委員長 西久保 武 志  

1 設置場所 別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり 
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令和 3 年 11月 16日 
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（火曜日）      第 60号 
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令和 3 年 11月 16日 
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令和 3 年 11月 16日 

（火曜日）      第 60号 
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令和 3 年 11月 16日 

（火曜日）      第 60号 
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令和 3 年 11月 16日 

（火曜日）      第 60号 
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令和 3 年 11月 16日 
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（令和 3年 10月 18日掲示済） 

 

1 1  

  令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 1開票区開票管理者

の印を次のように定めます。 

  令和 3年 10月 19日 

                                                  衆議院議員総選挙奈良市第 1開票区 

                開票管理者  西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

2 1  

  令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 2開票区開票管理者

の印を次のように定めます。 

  令和 3年 10月 19日 

                                                  衆議院議員総選挙奈良市第 2開票区 

                開票管理者  阪 田   孝  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

42  

令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における本市各投票区の投票所を、

次のように設けます。 

  令和 3年 10月 19日 

            奈良市選挙管理委員会    

                    委員長 西久保 武 志  
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（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

43  

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における本市在外選挙人名簿登録者が投票を行うことのできる期日前

投票所を、次のとおり指定します。 

 令和 3年 10月 19日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

選挙区 期日前投票所名 期日前投票所の場所 

奈良県第 1区 
奈良市役所 

期日前投票所 

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関 

奈良県第 2区 
奈良市都 行政センター 

期日前投票所 

奈良市都 白石町 1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

44  

 令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所は、次の場所及

び期間に設けます。 

令和 3年 10月 19日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

対象区域 期日前投票所名 期日前投票所の場所 期    間 

都 区域を除

く奈良市の区

域 

（奈良市第 1

投票区～ 

奈良市第 91

投票区） 

奈良市役所期日前投

票所 

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関ホール 
令和 3年 10月 20日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8 時 30 分から午後 8

時まで） 

奈良市立西部公民館

期日前投票所 

奈良市学園南三丁目 1番 5号 

奈良市立西部公民館第 2講座室（奈良市

西部会館 5階） 

奈良市北福祉センタ

ー期日前投票所 

奈良市右京一丁目 1番地の4 

奈良市北福祉センター大集会室（奈良市

北部会館 2階） 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8 時 30 分から午後 8

時まで） 

奈良市立月ヶ瀬公民

館期日前投票所 

奈良市月ヶ瀬尾山 2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館 1階多目的ホール 

令和 3年 10月 28日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9 時から午後 8 時ま

で） 

奈良県経済倶楽部ビ

ル期日前投票所 

奈良市東向中町 6番地 

奈良県経済倶楽部ビル 3階会議室 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9 時から午後 8 時ま

で） 

ならファミリー期日

前投票所 

奈良市西大寺東町二丁目 4番 1号 

ならファミリー1階南エスカレーター前 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 10 時から午後 8 時ま

で） 

中畑町公民館期日前

投票所 

奈良市中畑町 280番地 

中畑町公民館 

令和 3年 10月 26日 

（午前 9 時から午前 12 時ま

で） 

米谷町集会所期日前 奈良市米谷町 566番地の 1 令和 3年 10月 26日 
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 投票所 米谷町集会所 （午後 4時から午後 7時ま 

   で） 

都 区域 

（ 奈 良 市 第

92 投票区～

奈良市第 102

投票区） 

奈良市都 行政セン

ター期日前投票所 

奈良市都 白石町 1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

令和 3年 10月 20日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8 時 30 分から午後 8

時まで） 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

45  

令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の記載場所を、次

のとおり定めます。 

令和 3年 10月 19日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

対象区域 不在者投票記載場所 期    間 

都 区域を

除く奈良市

の区域 

（奈良市第

1投票区～ 

奈良市第 91

投票区） 

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関ホール 令和 3年 10月 20日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市学園南三丁目 1番 5号 

奈良市立西部公民館第 2講座室（奈良市西部会

館 5階） 

奈良市右京一丁目1番地の4 

奈良市北福祉センター大集会室（奈良市北部会館2階） 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市月ヶ瀬尾山 2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館 1階多目的ホール 

令和 3年 10月 28日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

奈良市東向中町 6番地 

奈良県経済倶楽部ビル 3階会議室 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

奈良市西大寺東町二丁目 4番 1号 

ならファミリー1階南エスカレーター前 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 10時から午後 8時まで） 

奈良市中畑町 280番地 

中畑町公民館 

令和 3年 10月 26日 

（午前 9時から午前 12時まで） 

奈良市米谷町 566番地の 1 

米谷町集会所 

令和 3年 10月 26日 

（午後 4時から午後 7時まで） 

都 区域 

（奈良市第

92 投票区～

奈 良 市 第

102投票区） 

奈良市都 白石町 1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

令和 3年 10月 20日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

46  

令和 3 年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 1 開票区の開票は、

次の日時及び場所において行います。 
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令和 3年 10月 19日 

         奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

 日  時 令和 3年 10月 31日 午後 9時 30分開始 

 場  所 奈良市法蓮佐保山四丁目 1番 3号 

          ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

47  

令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における奈良市第 2開票区の開票は、

次の日時及び場所において行います。 

令和 3年 10月 19日 

                奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

 日  時 令和 3年 10月 31日 午後 9時 30分開始 

 場  所 奈良市法蓮佐保山四丁目 1番 3号 

         ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

48  

令和 3 年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における、奈良市第 1 開票区の開票

管理者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和 3年 10月 19日 

                                         奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

49  

令和 3 年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における、奈良市第 2 開票区の開票

管理者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和 3年 10月 19日 

                                          奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

50  

令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 62条第 2項及び第

4項の規定による奈良市第 1開票区の開票立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

  令和 3年 10月 19日 

                                               奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ 

  日  時 令和 3年 10月 29日 午前 10時 00分 

  場  所 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

 奈良市役所  中央棟 3階  第 301会議室 

2 衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ 
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  日  時 令和 3年 10月 29日 午前 10時 10分 

  場  所 1に同じ 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

51  

令和 3年 10月 31日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 62条第 2項及び第

4項の規定による奈良市第 2開票区の開票立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

  令和 3年 10月 19日 

                                        奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ 

  日  時 令和 3年 10月 29日  午前 10時 20分 

  場  所  奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

          奈良市役所  中央棟 3階  第 301会議室 

2 衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ 

  日  時  令和 3年 10月 29日  午前 10時 30分 

  場  所  1に同じ 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

52  

 令和 3年 10月 31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 175条

第 3 項の規定による奈良市第 1 開票区の候補者の氏名及び候補者届出政党の名称の掲示の掲載する順序を定めるく

じを、次の日時及び場所において行います。 

 令和 3年 10月 19日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和 3年 10月19日 午後 6時 00分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

     奈良市役所 中央棟 4階 第 401会議室 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

53  

 令和 3年 10月 31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 175条

第 3 項の規定による奈良市第 2 開票区の候補者の氏名及び候補者届出政党の名称の掲示の掲載する順序を定めるく

じを、次の日時及び場所において行います。 

 令和 3年 10月 19日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和 3年 10月19日 午後 6時 10分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

     奈良市役所 中央棟 4階 第 401会議室 

（令和 3年 10月 19日掲示済） 

 

54  

公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)第 28条第 4号の規定により別紙の者を選挙人名簿から抹消したので、公職選

挙法第 28条の規定に基づき告示します。 

令和 3年 10月 21日 

奈良市選挙管理委員会    
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                委員長 西久保 武 志  

1 抹消基準日 

令和 3年 10月 21日 

2 抹消者 

省略 

（令和 3年 10月 21日掲示済） 

 

55  

令和 3年 10月 21日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第1項及び第 75条第 1項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第 59号）第 4条第 1項及び第 5条第 1項に規定する選挙権を有する

者の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5 条第 15項に規定する選挙

権を有する者の総数の 6分の 1の数並びに地方自治法第 76条第 1項、第 80条第1項、第 81条第 1項及び第86条第

1 項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8 条第 1 項に規定する選挙権を

有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりです。 

令和 3年 10月 21日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

50分の 1の数 6,035 人 

6分の 1の数 50,288人 

3分の 1の数 100,575人 

（令和 3年 10月 21日掲示済） 

 

56  

  令和 3年 10月 31日執行予定の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における奈良市役所期日前投票

所、奈良市立西部公民館期日前投票所、奈良市北福祉センター期日前投票所、奈良市月ヶ瀬公民館期日前投票所、奈

良市都 行政センター期日前投票所、奈良県経済倶楽部ビル期日前投票所、ならファミリー期日前投票所、中畑町公

民館期日前投票所及び米谷町集会所期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、次のとおり選任しま

した。 

  令和 3年 10月 21日 

                                                 奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

投票管理者及びその職務代理者に選任しようとする者の氏名等 

別紙のとおり 

別紙省略 

（令和 3年 10月 21日掲示済） 

 

57  

 令和 3年 10月 31日執行予定の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における奈良県議会議員選挙に

おけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭和 57年奈良県条例第 4 号）により設置した公営ポスター掲示場の設

置場所は、次のとおりです。 

 令和 3年 10月 21日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 設置場所 別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり 
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（令和 3年 10月 21日掲示済） 

 

58  

令和 3 年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市各投票区の投票所を、

次のように設けます。 

  令和 3年 10月 22日 

                                         奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  
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（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

59  

 令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における期日前投票所は、次の場所

及び期間に設けます。 

令和 3年 10月 22日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

期日前投票所名 期日前投票所の場所 期    間 

奈良市役所期日前投票所 
奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関ホール 

令和 3年 10月 23日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市立西部公民館期日前

投票所 

奈良市学園南三丁目 1番 5号 

奈良市立西部公民館第 2講座室（奈良市

西部会館 5階） 

奈良市都 行政センター期

日前投票所 

奈良市都 白石町 1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

奈良市北福祉センター期日

前投票所 

奈良市右京一丁目 1番地の4 

奈良市北福祉センター大集会室（奈良市

北部会館 2階） 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市立月ヶ瀬公民館期日

前投票所 

奈良市月ヶ瀬尾山 2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館 1階多目的ホール 

令和 3年 10月 28日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

奈良県経済倶楽部ビル期日

前投票所 

奈良市東向中町 6番地 

奈良県経済倶楽部ビル 3階会議室 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

ならファミリー期日前投票

所 

奈良市西大寺東町二丁目 4番 1号 

ならファミリー1階南エスカレーター前 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 10時から午後 8時まで） 

中畑町公民館期日前投票所 
奈良市中畑町 280番地 

中畑町公民館 

令和 3年 10月 26日 

（午前 9時から午前 12時まで） 

米谷町集会所期日前投票所 
奈良市米谷町 566番地の 1 

米谷町集会所 

令和 3年 10月 26日 

（午後 4時から午後 7時まで） 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

60  

令和 3 年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における不在者投票の記載場所を、

次のとおり定めます。 

令和 3年 10月 22日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

不在者投票記載場所 期    間 

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関ホール 
令和 3年 10月 23日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市学園南三丁目 1番 5号 

奈良市立西部公民館第 2講座室（奈良市西部会館 5階） 

奈良市都 白石町 1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 
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奈良市右京一丁目 1番地の4 

奈良市北福祉センター大集会室（奈良市北部会館 2階） 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 8時 30分から午後 8時まで） 

奈良市月ヶ瀬尾山 2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館 1階多目的ホール 

令和 3年 10月 28日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

奈良市東向中町 6番地 

奈良県経済倶楽部ビル 3階会議室 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 9時から午後 8時まで） 

奈良市西大寺東町二丁目 4番 1号 

ならファミリー1階南エスカレーター前 

令和 3年 10月 25日から 

令和 3年 10月 30日まで 

（午前 10時から午後 8時まで） 

奈良市中畑町 280番地 

中畑町公民館 

令和 3年 10月 26日 

（午前 9時から午前 12時まで） 

奈良市米谷町 566番地の 1 

米谷町集会所 

令和 3年 10月 26日 

（午後 4時から午後 7時まで） 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

61  

令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における本市開票区の開票は、次の

日時及び場所において行います。 

  令和 3年 10月 22日 

                                             奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

 日  時  令和 3年 10月 31日 午後 9時 30分開始 

 場  所  奈良市法蓮佐保山四丁目 1番 3号 

          ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

62  

令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における、奈良市開票区の開票管理

者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。 

  令和 3年 10月 22日 

                                           奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

63  

令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における公職選挙法（昭和 25年法

律第 100号）第 62条第 2 項及び第 4 項の規定による奈良市開票区の開票立会人を定めるくじを次の日時及び場所に

おいて行います。 

  令和 3年 10月 22日 

                                            奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

  日  時 令和 3年 10月 29日  午前 10時 40分 

  場  所  奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 
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          奈良市役所  中央棟 3階  第 301会議室 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

64  

 令和 3 年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における公職選挙法（昭和 25年法

律第 100号）第 175条第 3項の規定による候補者の氏名及び党派別を掲載する順序を定めるくじを、次の日時及び場

所において行います。 

 令和 3年 10月 22日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和 3年 10月22日 午後 6時 00分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

     奈良市役所 中央棟 4階 第 401会議室 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

65  

令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び衆議院議員総選挙・最高裁判所

裁判官国民審査における、本市の各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のように選任しました。 

  令和 3年 10月 22日 

                          奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

ה 1  

  令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙における奈良市開票区開票管理者の

印を次のように定めます。 

  令和 3年 10月 22日 

奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙奈良市開票区 

                開票管理者  植 田   茂  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 22日掲示済） 

 

66  

  令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び同日執行の衆議院議員総選挙・

最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者を次のように変更しました。 

  令和 3年 10月 26日 

                                                 奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和 3年 10月 26日掲示済） 

 

67  

  令和 3年 10月 31日執行の奈良県議会議員（奈良市・山辺郡選挙区）補欠選挙及び同日執行の衆議院議員総選挙・

最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者を次のように変更しました。 

  令和 3年 10月 30日 

                                                  奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  
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次のよう省略 

（令和 3年 10月 30日掲示済） 

 

68  

公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)第 28条第 4号の規定により別紙の者を選挙人名簿から抹消したので、公職選

挙法第 28条の規定に基づき告示します。 

令和 3年 10月 31日 

奈良市選挙管理委員会    

                委員長 西久保 武 志  

1 抹消基準日 

令和 3年 10月 31日 

2 抹消者 

省略 

（令和 3年 10月 31日掲示済） 

 


